
　

　ここでいう所得とは、収入から経費を差し引いた利益のことです（給与・年金の場合は所得控除を差し引いた額）。

○

○

○

申告の必要があるかどうか迷ったら

　フローチャートは一般的な例であり、個々の状況により異なる場合があります。参考としてお使いください。

所得税の確定申告が必要です。 所得税の確定申告書を提出すれば、市県民税の申告は必要ありません。

市県民税の申告が必要です。
ただし、所得税が源泉徴収されていて、所得税の還付を受ける場合は、確
定申告が必要です。

前年中に収入がありましたか？

主に年金 主に給与
主に事業（営業・農
業）や不動産

収入なしまたは非課
税所得のみ（遺族・障
害年金、失業給付金
など）

年金収入の額が
400万円以下

１カ所からの
給与収入のみ

所得金額（収入－経
費）が所得税の控除
合計より大きい

年金以外の
所得がない

年末調整
している

他の所得がない

年金以外の所得が20
万円を超える

源泉徴収票に記載がな
い各種控除（扶養や医療
費など）を追加したい

所得税の確定申告、市県民税の申
告は必要ありません。

所得税の確定申告、市県民税の申
告は必要ありません。

ただし、源泉徴収票に記載がない控除（扶養や医療費など）を追加することで、所
得税が還付されたり、次年度の市県民税が減額となる場合があります。

所得税の確定申告、市県民税の申
告は必要ありません。

ただし、市県民税の申告をしないと所得課税証明書の発行ができません。
また、国民健康保険料などの軽減が受けられない場合があります。

２カ所以上から給与収入があり、給与以外の収
入がない場合
（１）前職分がある場合
　　前職分を含めて年末調整している
　　　
（２）前職分がない場合　
　　主たる給与以外の給与収入の合計が20
　　万円を超える
　　　

給与以外の収入がある場合
　給与以外の収入から経費を差し引いた所
　得の合計金額が20万円を超える
　　　

1カ所からの給与収入のみ（年末調整未済）
　各種控除を追加したい又は源泉徴収あり
　　　

いいえ はい

いいえ はい

はい

はい

はい

はい いいえ

はい はい はい いいえ

いいえ いいえはい はい

いいえ

いいえ

いいえ


